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第７期埼玉県障害者支援計画の構成（案） 

※太字ゴシックは第６期計画からの変更点 

知事あいさつ 

 

第１章 総 論                      

 １ 計画策定の趣旨                             

 

 ２ 計画の概要                        

 （１）計画の性格                      

 （２）計画の期間 

 （３）計画における障害者の定義                      

 （４）計画の基本理念                    

 （５）障害者福祉サービスの対象  

 （６）基本的視点                                   

 （７）計画の枠組                                  

 

 ３ 推進体制                               

 （１）全庁的な取組                               

 （２）埼玉県障害者施策推進協議会における評価                    

 （３）国に対する支援要請                              

 （４）市町村計画の策定支援                             

 （５）様々な意見の反映                               

 

第２章 障害者等の現状と制度改革              

 １ 障害者の数 

 （１）本県の障害者手帳所持者数（令和４年度末現在）                 

 （２）発達障害児、高次脳機能障害者及び難病患者数                  

 （３）本県の障害者数                                

 

 ２ 第６期計画の取組状況 

 （１）数値目標の達成状況                              

 （２）障害福祉サービスの利用状況 

 （３）地域生活支援事業の利用状況（県実施分） 

 

 ３ 障害者等に関する制度改革等                       

 （１）障害者差別解消法の改正 

 （２）障害者総合支援法の改正 

（３）障害者雇用促進法の改正 

 （４）精神保健福祉法の改正 

 （５）医療的ケア児支援法の施行 

 （６）障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の施行 

第６期計画策定後の主な制度改

革に関する記述を追加。 

時点修正 

時点修正 
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 （７）埼玉県福祉のまちづくり条例の改正 

 （８）障害者権利条約に基づく国連障害者権利委員会の総括所見 

 

 ４ 障害者の現状と問題点 

 （１）相互理解への理解促進と差別解消について   

 （２）障害者等の地域生活の充実と社会参加について    

 （３）障害者の就労について   

 （４）障害者等の教育について   

 （５）障害者等の安心・安全な暮らしについて  

 

第３章 取り組むべき課題                 

 １ 障害者への理解促進と差別解消                     

 ２ 障害者の地域生活の充実・社会参加の支援                       

 ３ 障害者の就労支援                          

 ４ 共に育ち、共に学ぶ教育の推進 

 ５ 安心・安全な環境整備の推進  

                      

第４章 施策体系 

 

第５章 施策の展開                     

Ⅰ 理解を深め、権利を護る                      

 １ 相互理解の強化                           

 （１）啓発・広報活動の推進 

 （２）福祉教育・地域交流の支援                             

 ２ 差別解消の推進                                                            

 ３ 権利擁護の取組の充実                         

 （１）権利擁護の推進  

 （２）虐待の防止                               

 （３）権利行使の支援                                

 （４）障害当事者の参加                                 

 

Ⅱ 地域生活を充実し、社会参加を支援する                          

 １ 地域生活支援体制の充実                       

 （１）相談支援体制などの充実                            

 （２）サービス提供体制の充実                            

 （３）福祉を支える人材の確保及び人材の育成・研修の充実                      

 （４）市町村における計画推進の支援                          

 （５）ボランティア・ＮＰＯ活動などへの支援 

 ２ 日中活動の場の確保                         

 （１）日中活動系サービスの確保・充実                        

 （２）サービスの質の向上                              

 ３ 住まいの場の確保                          

第８章の障害者施策推進協議会か

らの意見を基に県でとりまとめる

予定。 

ワーキングチーム、障害者団体からの意見

や、国基本指針などを基に県でとりまとめ

る予定。 

障害福祉サービスの質の確保（国基本指針・ワー

キング) 

地域における相談支援体制の充実・強化 

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの充

実（国基本指針） 

 

サービス事業所における虐待防止委員会や職員研

修、関係機関との連携（国基本指針） 

障害福祉人材の確保、ICT導入等

（国基本指針） 

彩の国いろどりライブラリーの運用 
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 （１）施設入所支援の機能充実とサービスの質の向上                  

 （２）グループホームなどの確保・充実                        

 （３）住宅の整備など                                

 ４ コミュニケーションの支援                       

 （１）コミュニケーション手段の充実                         

 （２）情報バリアフリー化の推進・情報提供の充実  

 （３）手話を使いやすい環境整備の促進 

 （４）視覚障害者等の読書環境の整備 

 ５ 社会参加の支援                            

 （１）交流・ふれあいの機会や多様な学習機会の拡大                  

 （２）外出や移動の支援                               

 （３）芸術文化活動の振興  

 （４）障害者スポーツの振興 

 

Ⅲ 就労を進める                        

 １ 就労に向けた支援                           

 （１）雇用の場の創出                                

 （２）就労と職場定着の支援                             

 （３）多様な働き方の支援 

 （４）重度障害者の就労支援 

 ２ 職業訓練の充実                           

 （１）職業訓練体制の整備・充実                           

 （２）職業教育の実施                                

 

Ⅳ 共に育ち、共に学ぶ教育を推進する                  

 １ 障害のある児童生徒の教育の充実                          

 （１）インクルーシブ教育システム構築に向けた特別支援教育の推進 

 （２）教職員等の資質の向上 

 （３）相談体制、交流及び共同学習の充実 

 （４）学校施設の整備 

 ２ 自立する力の育成 

 （１）高等部教育の充実 

 （２）高等教育を受けられやすくするための環境整備  

 

Ⅴ 安心・安全な環境をつくる                   

 １ 療育体制の充実                            

 （１）地域療育・相談体制などの整備                         

 （２）発達障害児（者）支援の充実 

 （３）聴覚障害児の早期支援の充実                          

 ２ 保健・医療サービスの充実                      

 （１）健康づくりの推進                                

 （２）難病患者支援の充実                               

福祉施設から一般就労への移行支援（国基本指針） 

情報の取得利用・意思疎通の推

進（国基本指針） 

発達障害者等支援の一層の充実（家

族支援の充実）（国基本指針） 

難聴児支援体制の構築（難聴児の早

期発見・早期療養推進のための基本

方針に基づく計画） 

入所等から地域生活への移行、地

域生活継続の支援（国基本指針、

ワーキングからの意見、団体から

の意見） 

視覚障害者、失語症者のコミュ

ニケーション手段の確保・充実

（団体からの意見） 

重度障害者に対応したグルー

プホーム、質の向上（ワーキ

ングからの意見） 

メンタルヘルスに関する教育の実施及び教職員

の児童生徒をケアする力の向上（ワーキングか

らの意見、団体からの意見） 

全ての児童生徒と保護者を対象とした 

理解啓発（ワーキングからの意見） 

特別支援学校と市町村立小中学校の教員の

人事交流の推進（ワーキングからの意見） 

デフリンピック、ろう者スポーツの普及啓発（手話懇

話会から） 
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 （３）保健・医療体制の充実                             

 （４）公費負担医療制度の充実                            

 ３ 福祉のまちづくりの推進                        

 （１）まちづくりの総合的推進                            

 （２）公共施設などの整備                              

 （３）道路環境の整備                                

 （４）公共交通機関の整備                               

 ４ 安全な暮らしの確保                          

 （１）防災対策の充実                                

 （２）防犯対策の充実                                

 （３）感染症対策の充実 

 

第６章 施策体系ごとの数値目標             

 

第７章 障害福祉サービス及び地域生活支援事業の見込量                          

 １ 障害福祉サービスの見込量（県全体）  

 ２ 障害福祉サービスの見込量（障害保健福祉圏域別）                         

 （１）さいたま障害保健福祉圏域                            

 （２）南西部障害保健福祉圏域                            

 （３）東部障害保健福祉圏域                             

 （４）南部障害保健福祉圏域                              

 （５）県央障害保健福祉圏域                             

 （６）川越比企障害保健福祉圏域                            

 （７）西部障害保健福祉圏域                             

 （８）利根障害保健福祉圏域                             

 （９）北部障害保健福祉圏域                              

  （10）秩父障害保健福祉圏域  

 ３ 地域生活支援事業の見込量（県実施分） 

 ４ 障害児の子ども・子育て支援等の利用希望・受入可能人数 

 

第８章 本計画を策定するに当たって参考とした意見等 

 障害者施策推進協議会からの意見（重点課題） 

 

第９章 資料集                       

 １ 策定の経緯 

 ２ 障害者に関するマーク                  

 ３ 用語解説                              

協議会からの意見（重点

課題）を基に作成 

時点修正 

施設・事業所の業務継続計画の策定に

係る指導（ワーキングからの意見） 


